
就業規則作成の手引き

就
業
規
則
作
成
の
手
引
き



　企業において安定した労使関係を築いていくためには、労働条件や人事・服務規
律などの職場のルールを明らかにして、労使双方がその内容をよく理解しているこ
とが大切です。
　職場のルールを明らかにする方法の一つとして、就業規則が存在します。就業規
則を作成することで、社内のさまざまなルールが明文化され、それを労使が誠実に
守ることによって、トラブルを未然に防止することができます。
　そこで、東京都では、初めて就業規則を作成される使用者の方向けに、就業規則
の作成に当たり必要な、基本的な法令等の考え方を理解していただくために本冊子
を作成しました。
　この冊子をご活用いただき、よりよい職場づくりに役立てていただければ幸い 
です。
　なお、本冊子の作成にあたりましては、特定社会保険労務士永田幸江先生に多大
なるご尽力を賜りました。この場を借りて御礼申し上げます。

　令和８年３月
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
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本冊子には、令和８年２月現在の情報が掲載されてい
ます。

　冊子の作成にあたっては、できる限り最新の情報を掲載するように努めてお
りますが、新たな規則・通達等が発出される場合があります。あらかじめご了
承ください。

●法令等の略称について
この冊子では、法令等の名称につき、下記の略称を用いています。

労働基準法................................. 労基法
労働基準法施行規則.................. 労基則
労働安全衛生法......................... 安衛法
労働安全衛生規則...................... 安衛則
男女雇用機会均等法.................. 均等法
育児・介護休業法...................... 育介法
労働契約法................................. 労契法


